
改正区分所有法２０２６年４月１日施行にむけて
テーマ

講演１:「改正区分所有法」で何が変わるのか?
～ 管理不全を防ぐための新制度とは ～

講師:大阪弁護士会 ／ 弁護士・マンション管理士 山本 寛氏
いよいよ2026年4月1日から改正区分所有法が施行されます。今回の改正では、マンション管理
の円滑化や再生に関する規定が見直されますが、本講演では特に「管理の円滑化」に関する規定
に焦点を当てます。管理不全に陥らないため、例えば「所在等不明区分所有者」を集会の決議の
母数から除外する仕組みや、管理に特化した新たな「財産管理制度」などが創設されます。これ
らの新制度が、今後の管理組合の運営にどのような影響を与えるのか分かりやすく解説します。

講演２: 建物の老朽化・組合員の高齢化対策を考える。
講師:(一社)大阪府マンション管理士会 ／ マンション管理士 村瀬 博之氏
日本人の人口減少、外国人の人口増加、高齢化人口の増加、技術者の減少、このような問題点を
踏まえたうえでマンションの⾧寿命化、維持管理費の軽減を提案します。

講演３:「⾧期修繕計画」と「修繕積立金」について。
講師:(公社)大阪府建築士会 ／ 一級建築士・マンション管理士 三村 勝己氏
管理組合運営における⾧期修繕計画は、マンションの維持管理上不可欠な基礎資料となります。
⾧期修繕計画の策定については、一級建築士等の専門家への委託が推奨されます。国土交通省の
⾧期修繕計画標準書式の構成・検証事項ならびに、修繕積立金額算定の基準について分かりやす
く説明します。

講演４: 住宅金融支援機構のマンション管理支援制度について
～マンションの⾧寿命化のために～

講師:(独)住宅金融支援機構 近畿支店 営業グループ ／ 矢山 伊織氏
大規模修繕に向けた「マンションライフサイクルシミュレーション～⾧期修繕ナビ～」のご利用
方法と「マンションすまい・る債」「マンション共用部分リフォーム融資」の内容についてご紹
介します。

分譲マンション管理組合向け管理セミナーのご案内

【共催】大阪弁護士会/(一社)大阪府マンション管理士会/(公社)大阪府建築士会/(独)住宅金融支援機構近畿支店

【後援】大阪府/大阪市/(公財)マンション管理センター /(一社)日本マンション管理士会連合会

開催日:令和８年(２０２６年) ３月７日(土)
時 間:１３時 ～ １６時３０分（３０分前受付）
会 場:大阪弁護士会館 １２０３号室
定 員:６０名（会場参加者数）無料
申込み:1月20日(火)～３月６日(金)

～管理組合の運営とコストダウンの提案～



各共催団体のHP内にある、当チラシから か を１つ選択して下さい。

TEL:０６－６３６４－１２３８ 大阪弁護士会 藤澤まで

下記の申し込み用紙にご記入の上、この用紙のままＦＡＸをして下さい

FAX:０６－６３６４－１２５５ 会場参加者のみ

ZOOMで参加の方 は、下記のURLをクリックして下さい。

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_XjIClMfOT1mtNaQ68iKBsw

Webでの申し込み方法

A

B

※ご記入頂きました個人情報は当セミナーの連絡の為にだけ利用し、それ以外の利用は致しません。

ＦＡＸ参加申し込み用紙（会場参加用）
氏 名：

所属団体に○ 印をお願いします： （弁護士会 ・ マンション管理士会 ・ 建築士会 ・ その他）

(必須)

連絡先 携帯 TEL： 自宅 FAX：

(必須)

Mail： ＠ マンション名：
(任意)

氏 名： 氏 名：

複数人でご参加の場合の氏名

氏 名： 氏 名：

京阪中之島線「なにわ橋駅」 下車

から徒歩約 ５分

地下鉄・京阪本線「淀屋橋駅」下車

から徒歩約 １０分

地下鉄・京阪本線「北浜駅」 下車

から徒歩約 ７分

出口１

26号階段

1番出口

住所：大阪市北区西天満1丁目12-5

大阪弁護士会館 12階

★★管理セミナーお問い合わせ、申し込み方法★★

https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/20260307seminar/20260307/

会場参加の方は、下記のURLをクリックして下さい。

(必須)

フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ

(必須)

フリガナ

(必須)

(任意)

（開かない場合は、CTRL キーを押しながらクリックして下さい）

（開かない場合は、CTRL キーを押しながらクリックして下さい）

A B


